
吉
備
地
区
敬
老
会

■
日
時
／
9
月
29
日（
日
）
午
後
1
時
か
ら

■
場
所
／
吉
備
中
学
校　

体
育
館

■
内
容
／
迫
力
あ
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を

バ
ッ
ク
に
浅
田
あ
つ
こ
さ
ん
、
坂
井
一

郎
さ
ん
に
よ
る
歌
謡
、
浜
口
定
美
さ
ん

に
よ
る
舞
踊

■
問
い
合
わ
せ
／
金
屋
庁
舎
長
寿
支
援
課

ピ
ン
ク
リ
ボ
ン
運
動
in
和
歌
山

２
０
１
３
講
演
会

「
も
っ
と
知
っ
て
！
乳
が
ん
の
こ
と
」

～
笑
顔
で
い
る
た
め
に
～
と
題
し
て
講

演
会
が
あ
り
ま
す
。
是
非
、
ご
参
加
く

だ
さ
い
。
入
場
無
料
・
申
し
込
み
不
要

で
す

■
日
時
／
平
成
25
年
9
月
29
日（
日
）

　

午
後
1
時

■
場
所
／
金
屋
文
化
保
健
セ
ン
タ
ー

　

2
階　

大
ホ
ー
ル

■
内
容
／
①「
乳
が
ん
診
療
の
基
礎
知
識
」

和
歌
山
県
立
医
科
大
学　

尾
浦
正
二　

医
師

②「
大
丈
夫
や
で
」

日
本
最
高
齢
現
役
助
産
師　

坂
本
フ
ジ

ヱ
助
産
師

③「
体
操
」
健
康
運
動
指
導
士　

津
本　

ク
ミ
子　

先
生

■
主
催
／
ピ
ン
ク
リ
ボ
ン
運
動
i
n
和

歌
山

m
ail

pinkribbon_w
akayam

a@
yahoo.co.jp

■
問
い
合
わ
せ
／
金
屋
庁
舎
健
康
推
進
課

救
急
医
療
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を

急
病
に
な
っ
た
と
き
救
急
車
を
呼
ぶ
ほ

ど
で
も
な
い
が
、
医
療
機
関
に
行
き
た
い
。

こ
ん
な
と
き
、
24
時

間
体
制
で
最
寄
の
医

療
機
関
を
案
内
し
ま

す
。
な
お
、
歯
科
の

診
療
時
間
外
案
内
は

行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

■
公
益
財
団
法
人
和
歌
山
県
救
急
医
療
情

報
セ
ン
タ
ー

☎
0
7
3
―
4
2
6
―
1
1
9
9

救
急
医
療
セ
ン
タ
ー
を
ご
利
用
さ
れ
る

場
合
、次
の
こ
と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

①
救
急
医
療
セ
ン
タ
ー
へ
電
話
す
る
時
、

患
者
さ
ん
の
住
所
、氏
名
、年
齢
、症
状
、

電
話
番
号
な
ど
を
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

②
も
し
診
療
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
時
は

案
内
を
受
け
た
医
療
機
関
に
こ
と
わ
り

の
電
話
を
必
ず
い
れ
て
く
だ
さ
い
。

③
診
療
の
際
、
健
康
保
険
証
を
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

④
医
療
機
関
ま
で
の
交
通
手
段
（
自
動
車

等
）
は
、あ
な
た
が
準
備
し
て
く
だ
さ
い
。

県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
医
療
情
報
か
ら
で
も

県
内
の
医
療
機
関
情
報
が
検
索
で
き
ま
す
。

http://w
w

w
.w

akayam
a.qq-net.jp

■
子
ど
も
救
急
相
談
ダ
イ
ヤ
ル

　
（
＃
８
０
０
０
）

夜
、
子
ど
も
が
急
病
に
。
朝
ま
で
様
子

を
見
て
大
丈
夫
？
毎
日
19
時
か
ら
23
時

携
帯
・
プ
ッ
シ
ュ
回
線
☎
＃
8
0
0
0

ダ
イ
ヤ
ル
回
線
・
I
P
電
話

☎
0
7
3
―
4
3
1
―
8
0
0
0

救
急
医
療
機
関
は
医
療
機
関
の
献
身
的

な
協
力
と
救
急
隊
員
の
昼
夜
を
分
か
た
な

い
尽
力
と
町
民
の
み
な
さ
ま
の
ご
理
解
、

ご
協
力
の
も
と
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
急

病
以
外
は
な
る
べ
く
医
療
機
関
の
「
通
常

の
診
療
時
間
内
に
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

み
ぢ
か
な
診
療
所
の
医
師
で
あ
る
「
か

か
り
つ
け
医
」
を
も
ち
ま
し
ょ
う
。

救
急
車
は
重
症
患
者
を
緊
急
に
搬
送
す

る
た
め
の
も
の
で
す
。
救
急
車
を
正
し
く

利
用
し
、
緊
急
性
の
低
い
場
合
の
利
用
は

さ
け
ま
し
ょ
う
。

１
１
９
番
は
災
害
、
火
事
や
交
通
事
故

な
ど
の
重
症
患
者
の
搬
送
の
た
め
に
必
要

な
電
話
で
す
の
で
、
１
１
９
番
に
よ
る
問

い
合
わ
せ
等
は
さ
け
ま
し
ょ
う
。
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